
別表１（対象事業） 

 事 業 名 事 業 内 容 補 助 額（ 限 度 額 ） 補助対象経費 

       

海

外

派

遣

事

業 

青少年海外派遣事業 
団体が国際理解・親善等を目的として青少年からな

る訪問団（指導者を含む）を海外に派遣する事業 

高校生以下の市民の派遣人数に２万円を乗じ

て得た額及び概ね青少年１０人に対し１名の

指導者の人数に２万円を乗じた額の合計額（限

度額７０万円） 

同一団体の申請は、同一会計年度内（以下年度

内という。）に１回を限度とする。 
渡航費 

滞在費 

 国際協力・貢献に関する派遣事業 
団体が国際協力・貢献を目的として海外に派遣する

事業 

派遣人数に２万円を乗じて得た額（限度額２０

万円） 

同一団体の申請は、年度内に１回を限度とす

る。 

協会からの要請による派遣事業 
当協会からの要請により団体又は個人を海外に派

遣する事業 

補助対象経費の３分の２（ただし，高校生以下

の市民を派遣する場合は２分の１） 

なお、目的達成のために不可欠な用具等の輸送

が必要な場合はその経費の全額 

       

国

内

事

業 

市民交流事業 

団体が在住外国人、受入外国人等との交流・懇親を

目的に実施するもので外国人・市民にその参加が広

く開放されている事業（文化・芸術・スポーツ交流、

外国人と語る会など） 

対象となる経費の２分の１以内の額 

 

渡航費・滞在費以外 

（同一団体への国内

事業合計補助額は、

同一会計年度内に２

０万円を限度とす

る） 

日本語教室支援事業 
団体が日本で生活する外国人に必要な日本語の学

習を目的として実施する日本語教室 
対象となる経費の２分の１以内の額 

国際協力・生活支援事業 

団体が国際協力、留学生や研修生等の在住外国人の

生活支援等を目的として実施する事業（救援物資の

送付、留学生支援など） 

対象となる経費の２分の１以内の額（限度額５

万円） 

 

国際理解普及啓発事業 

団体が市民を対象として国際理解を推進し、国際化

の啓発・普及を目的として実施する事業（公演会、

講演会、シンポジウムなど） 

対象となる経費の２分の１以内の額（限度額５

万円） 

 

国際交流団体育成事業 

団体が国際交流・国際協力・貢献、在住外国人支援

等を推進するうえで、その技術を高めるために開催

される研修、会議に参加する活動 

参加費の２分の１以内の額（限度額各団体年度

内２万円） 

 

公的機関からの要請による受入事

業 

国や他の公共団体（国外を含む），又はこれに準ず

る機関からの要請により実施する受入・交流事業 
対象となる経費 

その他の事業 
上記以外で当協会が必要と認める事業 

 
理事会の承認を得たうえで、額を決定する 

 


